
 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症の方などは、外見的には要介護状態かどうか分かりにくいため、介護者が

誤解や偏見を持たれることがあります。 

この「介護マーク」は、介護者が、介護中であることを周囲に理解していただく

ためのものです。 

  

活用する例としては、下記のような場面があります。 

１ 介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき。 

２ 駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき。        

３ 男性介護者が女性用下着を購入するとき。  

 

加古川市は、介護者を支援するために「介護マーク」の普及を推進しています。 

現在、介護中で必要な方に配布していますので、下記までお問い合わせください。 

 

  

 

お問い合わせ先 加古川市役所 高齢者支援課 ＴＥＬ：０７９－４２７－９７１５  

『介護マーク』の配布は･･ 

加古川市役所 高齢者支援課 

       介護保険課 

       障がい者支援課 

各地域包括支援センターです。 

お気軽にお問い合わせください。 


